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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月24日(2021.6.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１板金部品に形成されている開口に、第２板金部品の一部からなる突起部を挿入する
ことにより、前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを行う部品位置決め機構
であって、
　前記突起部が前記開口に挿入され位置決めされた状態において、
　前記第１板金部品は、前記開口の縁から突出しかつ前記突起部を前記第２板金部品の板
厚の方向である板厚方向に挟んで位置決めする第１凸部と第２凸部を有し、
　前記突起部は、前記第１凸部と接触する第１接触部と、前記第１接触部がある側と反対
側に前記第２凸部と接触する第２接触部と、を有し、
　前記第１接触部と前記第２接触部とは、前記板厚方向および前記突起部を前記開口に挿
入する際の挿入方向とに直交する直交方向に間隔をおいて設けられ、
　前記開口の縁は、前記第１接触部と対向する側の開口の縁であって前記直交方向におい
て前記第１凸部から前記第２凸部に向かって前記突起部から距離が遠くなる第１縁部と、
前記第２接触部と対向する側の開口の縁であって前記直交方向において前記第２凸部から
前記第１凸部に向かって前記突起部から距離が遠くなる第２縁部と、を有することを特徴
とする部品位置決め機構。
【請求項２】
　第１板金部品に形成されている開口に、第２板金部品の一部からなる突起部を挿入する
ことにより、前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを行う部品位置決め機構
であって、
　前記突起部が前記開口に挿入され位置決めされた状態において、
　前記第１板金部品は、前記開口の縁から突出しかつ前記突起部を前記第２板金部品の板
厚の方向である板厚方向に挟んで位置決めする第１凸部と第２凸部が設けられ、
　前記突起部は、前記第１凸部と接触する第１接触部と、前記第１接触部がある側と反対
側に前記第２凸部と接触する第２接触部とを有し、
　前記第１接触部と前記第２接触部とは、前記板厚方向および前記突起部を前記開口に挿
入する際の挿入方向とに直交する直交方向に間隔をおいて設けられ、
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　前記第１凸部と前記第２凸部のみで前記突起部の位置決めを行っていることを特徴とす
る部品位置決め機構。
【請求項３】
　第１板金部品に形成されている開口に、第２板金部品の一部からなる突起部を挿入する
ことにより、前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを行う部品位置決め機構
であって、
　前記開口の縁には、前記突起部を前記第２板金部品の板厚の方向である板厚方向に挟ん
で位置決めすべく第１凸部と第２凸部が対向して設けられ、
　前記突起部は、前記開口への挿入が完了して、前記第１板金部品が前記第２板金部品と
位置決めされたときに、前記第１凸部と接触する第１接触部と、前記第１接触部がある側
と反対側に前記第２凸部と接触する第２接触部とを有し、
　前記突起部が、
　前記開口に挿入され、挿入が完了するまでの途中の状態において、
　前記第１接触部が前記第１凸部から離間しようとする方向への移動と、
　前記第２接触部が前記第２凸部から離間しようとする方向への移動と、が許容されるよ
うに
　前記開口の縁には、
　前記第１凸部と前記第２凸部とが、前記板厚方向および前記突起部を前記開口に挿入す
る際の挿入方向に直交する直交方向にずらして設けられていることを特徴とする部品位置
決め機構。
【請求項４】
　前記開口の形状は、前記挿入方向から見て略Ｚ形状であることを特徴とする請求項１乃
至３のいずれか１項に記載の部品位置決め機構。
【請求項５】
　前記突起部を前記開口に挿入し、挿入が完了するまでの途中の状態において、
　前記突起部は、前記第１板金部品との位置決め位置から前記挿入方向における先端部に
かけて、前記直交方向の幅が徐々に狭くなるように傾斜する対の傾斜辺をさらに有し、
　前記対の傾斜辺が、前記第１縁部および前記第２縁部の少なくとも一方に沿いながら、
前記第１板金部品との位置決め位置へ移動するように構成されていることを特徴とする請
求項１に記載の部品位置決め機構。
【請求項６】
　前記開口は、
　前記突起部が、前記板厚方向および前記直交方向のいずれか一方に対して所定の角度だ
け傾いた状態で、前記開口への挿入を完了させることを可能とする空間を有することを特
徴とする請求項５に記載の部品位置決め機構。
【請求項７】
　前記第１接触部と、前記第２接触部との前記直交方向の間隔が、前記先端部の前記直交
方向の幅よりも長いことを特徴とする請求項５または６に記載の部品位置決め機構。
【請求項８】
　前記第１凸部は、前記第２凸部に対して前記開口の前記直交方向の一方の端辺側に設け
られ、
　前記第１縁部には、前記第１凸部から前記開口の前記直交方向の他方の端辺側に向けて
、前記突起部の一方の面から徐々に離間する方向に傾斜する第１傾斜辺が設けられ、
　前記第２縁部には、前記第２凸部から前記一方の端辺側に向けて、前記突起部の他方の
面から徐々に離間する方向に傾斜する第２傾斜辺が設けられていることを特徴とする請求
項５乃至７のいずれか１項に記載の部品位置決め機構。
【請求項９】
　前記突起部は、前記先端部が、前記第１板金部品との位置決め位置に対して捩じられ、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品とが位置決めされた状態で、前記先端部は、前記
第１傾斜辺または前記第２傾斜辺に沿った位置に位置することを特徴とする請求項８に記
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載の部品位置決め機構。
【請求項１０】
　前記第１凸部と前記第２凸部によって前記突起部を前記板厚方向に挟んで位置決めした
とき、
　前記開口の前記直交方向の一方の端辺と、前記開口の前記直交方向の他方の端辺と、の
間に、前記突起部の前記直交方向の両端部が嵌まり、前記直交方向の位置決めも行われる
ことを特徴とする請求項１、３乃至９のいずれか１項に記載の部品位置決め機構。
【請求項１１】
　請求項１、３乃至１０のいずれか１項に記載の部品位置決め機構と、
　請求項２に記載の部品位置決め機構と、
を含み、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを複数箇所で行うことを特徴とする
部品位置決め機構。
【請求項１２】
　請求項２に記載の部品位置決め機構と、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品のうちいずれか一方に設けられた丸穴と、前記第
１板金部品と前記第２板金部品のうち他方に設けられた凸部とが嵌合することで、前記第
１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを行う部品位置決め機構と、
を含み、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを複数箇所で行うことを特徴とする
部品位置決め機構。
【請求項１３】
　請求項１、３乃至１０のいずれか１項に記載の部品位置決め機構と、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品のうちいずれか一方に設けられた、前記直交方向
を長軸とする長穴と、前記第１板金部品と前記第２板金部品のうち他方に設けられた凸部
とが嵌合することで、前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを行う部品位置
決め機構と、
を含み、
　前記第１板金部品と前記第２板金部品との位置決めを複数箇所で行うことを特徴とする
部品位置決め機構。
【請求項１４】
　請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の部品位置決め機構と、
　前記部品位置決め機構により複数の板金部品が位置決めされた枠体と、
を有することを特徴とする画像形成装置。
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